
（参考資料②） 

特別相談窓口における年末年始の対応について 

 

 年末年始（平成２８年１２月３１日～平成２９年１月３日）においても、下記相談

窓口において、被災中小企業・小規模事業者の相談に応じます。 

※１月７日（土）～９日（月）も年末年始と同様に、相談対応を行います（平成 29 年 1 月 6 日更新） 

 ○糸魚川商工会議所 

 相談受付時間：１０：００～１５：００ 

電話番号：０２５－５５２－１２２５ 

○日本政策金融公庫（国民生活事業） 

相談受付時間：９：００～１７：００ 

電話番号：０１２０－１１２―４７６ 

(※１２月３１日～１月３日、７日～９日以外は 

新潟支店:０２５－２４６－２０１１ 長岡支店:０２５８―３６―４３６０ 

高田支店：０２５－５２４－２３４０ 三条支店：０２５６－３４－７５１１へ) 

○日本政策金融公庫（中小企業事業） 

相談受付時間： ９：００～１７：００ 

電話番号：０１２０－３２７―７９０ 

(※１２月３１日～１月３日、７日～９日以外は 

新潟支店：０２５―２４４―３１２２へ) 

○商工組合中央金庫 

相談受付時間：９：００～１７：００ 

電話番号：０１２０－５４２－７１１ 

(※１２月３１日～１月３日、７日～９日以外は 

新潟支店:０２５－２２８－２１８１ 長岡支店０２５８―３５―２１２１へ) 

○新潟県信用保証協会 

相談受付時間：９：００～１７：００ 

電話番号：０２５－２６７－１３１１ 

（注）日本政策金融公庫（国民生活事業）、日本政策金融公庫（中小企業事業）、商工組合中央

金庫、新潟県信用保証協会においては、電話のみによる対応となります。 


